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平成２６年度指定管理者監査の結果について（提出） 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき実施した指定管理者監査の結果

を、同条第９項の規定により別紙のとおり提出します。 

 なお、この監査結果に基づき、又はこの監査結果を参考として措置を講じた

ときは、同条第１２項の規定により通知願います。 

○写  
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平成２６年度 指定管理者監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査 

 

 ２ 監査の対象 

公の施設  指定管理者  所管部課  

東久留米市市民プラザ  
特定非営利活動法人  

ワーカーズコープ  市民部 

生活文化課  東久留米市地域センター（西部・南

部・東部）  

特定非営利活動法人  

ワーカーズコープ  

東久留米市地区センター（滝山・ひ

ばりが丘・大門町）  

特定非営利活動法人  

ワーカーズコープ  福祉保健部  

福祉総務課  東久留米市地区センター（浅間町・

野火止・八幡町・南町・中央町）  

社会福祉法人  

東久留米市社会福祉協議会  

東久留米市立児童館（滝山・けや

き・子どもセンターひばり）  

特定非営利活動法人  

ワーカーズコープ  

子ども家庭部  

子育て支援課  

 

３ 監査の範囲 

  平成２５年度の公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行 

 

４ 監査の期間 

 平成２６年１０月２３日から平成２７年２月２３日まで 

 

５ 監査の主眼及び方法 

  監査に当たっては、公の施設の管理に係る事務が適正かつ効率的に

執行されているかを主眼として、関係書類を調査し、担当職員及び

指定管理者より逐次説明を聴取して確認を行い実施した。 

 

第２ 監査の結果 

   監査の結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

   ただし、一部改善及び検討を要する事項が見受けられるため、現行

の事務処理及び協定書等を精査し、より厳格な事務の執行に努めら

れることを要望する。 
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東久留米市市民プラザ 

東久留米市地域センター（西部・南部・東部） 

東久留米市地区センター（滝山・ひばりが丘・大門町） 

 

指定管理者の概要 

 

１ 指定管理者の名称 

  特定非営利活動法人 ワーカーズコープ 

 

２ 指定の意義 

  地域センター及び市民プラザの管理運営業務に、民間事業者の能力

を活用しつつ、市民サービスの効果及び効率を向上させ、もって地

域の福祉の一層の増進を図る。 

 

 ３ 管理内容 

   東久留米市地域センター及び市民プラザの管理運営に関する基本

協定書に基づく。 

 

 ４ 指定期間 

   平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

 ５ 指定管理料 

   平成２５年度      １７５，７５０，０００円 

    うち 市民プラザ分   １７，１００，０００円 

地域センター分 １４６，６５０，０００円 

       地区センター分  １２，０００，０００円 

   

６ 決算の状況 

（単位：円） 

平成２５年度 収入決算額 支出決算額 収支差額 

東久留米市市民プラ

ザ管理運営費 
18,453,097 18,158,146 294,951 

東久留米市地域セン

ター管理運営費 
149,954,658 149,995,393 △40,735 

東久留米市地区セン

ター管理運営費 
12,000,000 11,816,636 183,364 
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東久留米市地区センター 

（浅間町・野火止・八幡町・南町・中央町） 

 

 

指定管理者の概要 

 

１ 指定管理者の名称 

  社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会 

   

２ 指定の意義 

  地区センターを適正かつ円滑に管理運営するために、民間事業者の

能力を活用しつつ、地域社会の福祉増進への効果及び効率を向上さ

せ、もって地域高齢者の健康の増進、教養の向上を図る。 

 

 ３ 管理内容 

   東久留米市地区センターの管理運営に関する基本協定書に基づく。 

 

 ４ 指定期間 

   平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

 ５ 指定管理料 

   平成２５年度  ４４，３１１，５００円 

 

６ 決算の状況 

（単位：円） 

平成２５年度 収入決算額 支出決算額 収支差額 

東久留米市地区セン

ター管理運営費 
44,397,504 43,627,033 770,471 
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東久留米市立児童館 

（滝山・けやき・子どもセンターひばり） 

 

 

指定管理者の概要 

 

１ 指定管理者の名称 

  特定非営利活動法人 ワーカーズコープ 

   

２ 指定の意義 

  児童館の管理運営業務に、民間事業者の能力を活用しつつ、市民サ

ービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進

を図る。 

   

 ３ 管理内容 

   東久留米市立児童館の管理運営に関する基本協定書に基づく。 

 

 ４ 指定期間 

   平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

 ５ 指定管理料 

   平成２５年度  １０２，５００，０００円 

 

６ 決算の状況 

（単位：円） 

平成２５年度 収入決算額 支出決算額 収支差額 

東久留米市立児童館

管理運営費 
102,500,000 102,943,429 △443,429 

 


